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・交付申請書
（様式第1号）
・定款及び直近1期分の
決算書類
・市税納税証明書
・事業計画書
・見積書
・実施事業の概要がわか
る書類

審
査
・
採
択
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定
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知

事
業
実
施

実
績
報
告
書

・実績報告書
（様式第5号）
・実施内容報告書
・実施事業の成果等が
わかる資料
（写真・納品書・請求
書・領収書等）

着
手
届

完
了
届

確
定
通
知

・発注の際は、２社以上から見積を取得するなどして、必要最低限の金額で発注をしてください。
・契約や発注行為は、交付決定日以降に行ってください。
・支払いは、事前に申請した補助期間内に行って下さい。
・消費税等の公租公課は補助対象経費となりません。

・補助金で取得した設備を処分（売却、廃棄、担保の設置等）した場合、補助金を返還していただくことがあります。

補助対象経費に関する注意事項

補助事業の流れ
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助
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金

※事業者実施箇所


